
岸 和 田 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程

の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を 公 布 す る 。  

  令 和 ８ 年 ３ 月 31日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 14号  

岸 和 田 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条

例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

第 １ 条  岸 和 田 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施

行 規 程 （ 令 和 ７ 年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ３ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（共同住宅等の料金の算定の特例） （共同住宅等の料金の算定の特例） 

第23条  （略）  第 23条  （略）  

２  （略） ２ （略） 

３  前項の使用水量を各戸又は各箇所均等

とみなして料金を算定するときは、当該

各戸又は各箇所に 20ミリメートルの口径

のメーターが設置されているものとして

算定する。 

 

４  （略） ３ （略） 

第 ２ 条  岸 和 田 水 道 事 業 に 係 る 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 施

行 規 程 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定

に 下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改正後 改正前 

（給水方式） （給水方式） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

(１ )～ (３) （略） (１ )～ (３) （略） 

 (４ ) 直結・貯水槽併用式  １の敷地内

で建物別 に直結直 圧式と貯 水槽式を 併

用する方式 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

（給水装置工事の申込み） （給水装置工事の申込み） 

第５条 （略）  第５条 （略）  



２ （略） ２ （略） 

３  条例第 10条第２項の規定により、企業

長が必要と認めるときは、第１項の申込

みの際、利害関係人の同意書、工事申込

者の誓約書、建築確認の通知書の写し又

は建築確認済証明書の提出を求めること

ができる。 

３  条例第 10条第２項の規定により、企業

長が必要と認めるときは、第１項の申込

みの際、利害関係人への通知誓約書、工

事申込者の誓約書、建築確認の通知書の

写し又は建築確認済証明書の提出を求め

ることができる。 

４ （略） ４ （略） 

(１ )・ (２) （略） (１ )・ (２) （略） 

(３ ) 貯水槽式により給水するとき。  

(４ )・ (５) （略） 

 

(３ )・ (４) （略） 

（給水装置工事の変更及び取消し） （給水装置工事の変更及び取消し） 

第８条 （略）  第８条 （略）  

２  （略） ２ （略） 

(１ )・ (２) （略） (１ )・ (２) （略） 

(３ ) 企業長が給水装置工事を施行する

場合で、 条例第 16条第１項 に規定す る

工事費の 概算額を 納期限ま でに納付 し

ないとき。 

 

３  （略） 

 

３  （略） 

 

 （給水管の口径） 

第10条  削除 

 

第 10条  配水管への取付口における給水管

の口径は、その給水装置による使用水量

そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 企 業 長 が 定 め

る。 

 

（加入金の算定方法） （加入金の算定方法） 

第24条  （略） 第24条  （略） 

(１ )・ (２) （略） (１ )・ (２) （略） 

(３ )  宅地造成時に納付する加入金は、

造成実施 計画の事 前協議に より承認 し

た建築予 定数に係 る加入金 の合計額 と

し、宅地 造成の給 水装置工 事申込時 に

納付させることができる。 

 

２  （略） 

 

２  （略） 

 

（加入金の追徴又は還付） （加入金の追徴又は還付） 



第 26条  同一敷地内において給水装置を改

造する場合は、その都度、第 24条の規定

により加入金を算定し、その額が既納の

加入金を超えるときは、その差額を納付

させ、既納の加入金を下回るときは、そ

の差額は還付しない。 

第 26条  給水装置を改造する場合は、その

都度、第 24条の規定により加入金を算定

し、その額が既納の加入金を超えるとき

は、その差額を納付させ、既納の加入金

を 下 回 る と き は 、 そ の 差 額 は 還 付 し な

い。 

２～４ （略） 

 

２～４ （略） 

 

（手数料の負担） （手数料の負担） 

第28条  （略）  第 28条  （略）  

２  （略） ２ （略） 

(１ ) 工事対象の給水管口径に係る手数

料の額とする。 

(１ ) 工事対象のメーターの口径に係る

手数料の額とする。 

(２ ) 直結直圧式又は直結増圧式により

給水する 共同住宅 等で、各 戸の給水 装

置に企業 団のメー ターを設 置する場 合

は、各戸 のメータ ーの口径 ごとに算 定

した額の合計額とする。 

(２ ) 直結直圧式、直結増圧式又は貯水

槽式によ り共同住 宅等に給 水すると き

は、次のとおりとする。 

 ア  各戸 に企業団 のメータ ーを設置 す

る 場 合 は、 各 戸 のメ ー タ ーの 口 径 ご

とに算定した額の合計額とする。 

 イ  各戸 に企業団 のメータ ーを設置 し

な い 場 合は 、 当 該共 同 住 宅等 に 係 る

メ ー タ ーの 口 径 に係 る 手 数料 の 額 と

す る 。 ただ し 、 企業 長 と 共同 住 宅 等

の 給 水 に関 す る 協定 を 締 結す る 場 合

は 、 各 戸の 給 水 装置 に 設 置す る 企 業

団 の メ ータ ー 以 外の メ ー ター の 口 径

ご と に 算定 し た 手数 料 の 合計 額 と す

る。 

(３ ) 貯水槽式の共同住宅等により給水

する場合 は、当該 共同住宅 等に係る メ

ー タ ー の 口 径 に 係 る 手 数 料 の 額 と す

る。 

 

(４ ) （略） (３ ) （略） 

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 の 規 定

は 令 和 ８ 年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


